
別記様式２ （令和５年４月１日現在）

内線

附属機関等の名称 胆振地区海面利用協議会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 7 名　　　　 　【定  数： 7 名】

   （うち女性委員）　　 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（協議会開催していないため。令和６年２月までに開催予定）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

なし

会議の公開

状況 　公開・一部非公開・非公開・未決定の別　

　公開できない理由（一部非公開・非公開の場合）

附 属 機 関 等 の 概 要

担当部課名　 胆振総合振興局産業振興部水産課 6-750-2621

「附属機関」、「常設の懇談会」の別

1994/12/2

胆振地区海面利用協議会規約（水産庁通知及び道（本庁）通知に基づき胆振総合振興局が規約を制定）

＜目的＞

「海面利用協議会等の設置について」（平成６年７月１１日付け６水振第１５８３号
水産庁官通知）に基づき、海面利用の調整に関し、関係者からの意見聴取を行うた
め、胆振地区海面利用協議会を設置する。

＜所掌事項、議題等＞

協議会の議題は、胆振地区の海面における漁業と海洋性レクリエーションとの調整に
関する事項とする。



別記様式３ （令和5年4月1日現在）

内線

【定数：７名】

※１　選任区分

選任区分

公務員

首長

民間企業

団体役職員

公募

学者

一般 公募枠…公募による委員枠として設定している箇所に○印を表示　

道議会議員

市町村議会議員

胆振地区海面利用協議会

基準第３の
2(7)～
(11)により
がたい事項
※２

基準第３の２(7)～
(11)によりがたい理由

附　属　機　関　等　委　員　名　簿

担当部課名　

名称 会長等別 氏名 性別
選任区分
※１

公
募
枠

現住所

※２　基準第3の2(7)～(11)によりがたい事項

事例 よりがたい事項 事例

知事、国・地方公共団体職員 1 道職員（基準第3の２(7) ）

市町村長 2 就任時年齢（基準第3の２の(8) ）

株式会社等の企業 3 在任期間（基準第3の２の(9) ）

各種団体等の役員、職員 4 兼職機関（基準第3の２の(10) ）

市町村議会議員

一般公募、特定公募 5 道議会議員（基準第3の２の(11)）

大学教授、准教授等

自営業、農林水産事業者等、その他

道議会議員

令和５年４月１日現在で、第１２期委員の選任を行っていないため
名簿なし
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